
【問い合わせ】 

河北町教育員会 学校教育課 

TEL:０２３７－７１－１１３６（平日８：３０～１７：１５）  

大学等入学から卒業までに負担

した入学料、授業料、家賃、研

修費、その他大学等に支払った

経費の合計の３分の１以内の額

（上限100万円）  

給付金額 

 

令和８年５月１８日（月）～ 

定員に達し次第募集終了 

募集期間 

大学等の最終学年時に 

応募・認定 

卒業後、河北町で居住

する（住所をおく） 
３年間継続後に給付 

大学等を卒業後、河北町民として３年経過した方に 

１００万円を給付します！ 

べにのすけ 
山形県河北町 

事業HP  



１ 応募資格 

次の①～⑤の全ての要件を満たす方。 

① 日本国内に所在する大学、高等専門学校（本科及び専攻科）、短期大学、専修学校専門課程 

  （以下、「大学等」という。）の最終学年に在学し、その年度内に卒業する見込みである方。 

② 大学等を卒業後、３年間以上河北町に住所を有する見込みである方。 

③ 次のAまたはBのいずれかに該当する方。 

   A 河北町立小学校もしくは中学校を卒業した方。 

   B 申請する日の１年以前より親族（生計を同一にしている父母等）が河北町内に住所を有している方 

④ 日本学生支援機構による給付型奨学金を受給している方または受給していた方。 

⑤ 応募者（学生）及び親族が町税等を滞納していない方。 

 

２ 募集人員 

５名  

３ 募集期間・提出先 

 河北町では、経済的理由により修学が困難であった方に対し、有為な人材の育成及び若者の町内定

着の促進を目的として、大学など卒業後に一定期間以上町内で居住した方（町内に住所を有した方）を

対象に、給付金を交付します。この度、給付金の交付を希望する候補者を募集します。  

４ 応募書類 

次の①～⑦の書類を提出してください。 

 ① 給付候補者認定申請書（様式第１号） 

 ② 大学等の卒業見込証明書 

 ③ 応募者（学生）の住民票の写し 

 ④ 次のAまたはBのいずれかの書類 

   A 河北町立小学校もしくは中学校の卒業証書または卒業証明書の写し 

   B 親族（生計を同一にしている父母等）の住民票謄本 

 ⑤ 日本学生支援機構の奨学金給付証明書の写し 

 ⑥ 日本学生支援機構の奨学金貸与証明書の写し（奨学金の貸与を受けている方のみ） 

 ⑦ 大学等入学から現在まで負担した入学料、授業料、家賃、研修費及びその他大学に支払った 

経費がわかるもの（入学料・授業料納入証明書、アパートの契約書 など） 

 令和8年5月18日（月）から募集を開始します。募集人員に達したら募集終了となります。河北町教育

委員会学校教育課（役場３階）に持参または郵送により提出してください。なお、応募書類は返却いたし

ません。 

 【提出先・郵送先】〒９９９－３５１１ 山形県西村山郡河北町谷地戊８１番地 

                        河北町教育委員会 学校教育課 給付金担当 宛 



５ 給付候補者の認定 

河北町教育委員会において応募書類等による審査して給付候補者を認定し、文書により通知しま

す。なお、応募者多数の場合は応募資格を満たしていても給付候補者に認定されない場合がありま

す。また、以下の事由に該当した場合は、給付候補者の認定が取消しとなります。 

・給付候補者が認定を受けた年度内に大学等を卒業しなかった場合 

・大学等を卒業後、３か月以内に河北町に住所を有した後、河北町外に住所を有した場合 

 （就業先の都合による転出の場合は、申請により認定取消しを猶予することができます。） 

・給付候補者認定後の手続きに必要な提出書類が期限までに提出されず、提出の求めにも応じ 

 なかった場合 など 

６ 給付対象者の認定 

給付候補者が、大学等を卒業後３か月以内に河北町に住所を有し、河北町に住所を有した期間が３

年を経過した後に、申請により給付対象者として認定します。  

なお、３６歳以上の方は給付対象者の認定申請はできません。就業先の都合により一度転出し、給

付候補者の認定取消しの猶予を受けている方は、ご注意ください。 

７ 給付金額 

 大学等入学から卒業までに負担した入学料、授業料、家賃、研修費及びその他大学に支払った経費の

合計の３分の１以内の額（上限１００万円）を給付します。 

※千円未満を切り捨て 

※他の奨学金返還支援事業等の申請をしている方または認定を受けている方の給付金の額は、他の奨

学金返還支援事業等の返還支援見込額を加算したときに、貸与されている奨学金の額以上とならない

額が上限となります。 

８ 給付方法 

 給付対象者本人名義の指定された口座に振り込みます。虚偽の申請により給付金を受給したときは、

給付金の全額または一部を返還しなければなりません。  

９ 給付候補者認定後の手続き 

 下記の手続きを行わないことで、給付を受けることができない場合があります。   

事由 提出期限 提出書類 

連絡先や住所、卒業年月等に変

更があった場合  
変更が生じてから 

１か月以内  
ア 状況報告書  

居住開始年度（１年目）  居住後３か月以内  ア 状況報告書     イ 住民票又はその写し 

ウ 大学等の卒業証書又は卒業証明書の写し 

エ 給付候補者認定申請後から卒業までに負担した 

 入学料、授業料、居住費、研修費及びその他大学 

 に支払った経費がわかるもの  

居住開始から２年目及び３年目  毎年９月30日まで  ア 状況報告書  

給付候補者の認定取消の猶予

期間中  
毎年９月30日まで  ア 状況報告書  

辞退する場合   ア 認定辞退申請書   イ 身分証明書の写し  

  【提出先・郵送先】〒９９９－３５１１ 山形県西村山郡河北町谷地戊８１番地 

                        河北町教育委員会 学校教育課 給付金担当 宛 



≪大学等卒業後について≫ 

Q1 大学等を卒業してからでも申し込みできますか。  

A1 大学等を卒業してからは応募できません。大学等の最終学年時の募集期間内に応募し

ていただく必要があります。 

Q2 大学等卒業後どこに住むかはまだ決まっていませんが、申し込みはできますか。  

A2 大学等卒業後に河北町に居住する意思があれば申し込みできます。 

Q3 申し込みした人は全員認定されるのですか。  

A3 審査により提出書類を確認し、認定・不認定を決定します。  

Q4 申し込みをし、認定を受けましたが、卒業できなくなりました。  

A４ 認定は取り消しとなりますので、すぐにご連絡ください。次年度に再度申し込みをする

ことができます。  

Q5 公務員志望ですが、申し込みはできますか。  

A５ 可能です。 

Q６ 日本学生支援機構の給付型奨学金を受給していましたが、大学３年生のときに取り消し

となってしまいました。この場合でも申し込みはできますか。 

A６ 大学等在学中に一度でも給付型奨学金を受給していれば、申請可能です。 

≪申し込みについて≫ 

Q7 県内企業に就職が決まり、大学等を卒業後に河北町に居住しましたが、３年を経過する

前に県外の事業所に配属され、県外に転居した場合は給付対象となりますか。  

A7 就業先の都合により、県外での居住を余儀なくされた場合は、就業先からの証明書を添

付のうえ申請することで、給付候補者としての認定の取消しが猶予されます。また、給付

を受けるには河北町内に居住した期間が通算して３年を経過する必要があります。な

お、３年経過時の給付対象者の認定申請は、３６歳以上の方は申請できませんので、ご注

意ください。 

Q8 県内企業に就職が決まり、大学等を卒業後に河北町に居住しましたが、大学等を卒業後

すぐに県外研修で３か月の研修を命じられました。この場合は給付対象となりますか。  

A8 河北町に住所を有している場合は給付対象となります。なお、就業先の都合により河北

町外の研修先へ住所をうつす場合は、申請により給付候補者としての認定の取消しが猶

予されます。  

Q9 大学等を卒業後３か月以内に河北町に居住しましたが、その後、仕事の都合上、１年後に

他市町村に転居し、さらに１年後に河北町に戻ってきました。この場合は給付対象とな

りますか。  

A9 就業先の都合により河北町外に住所をうつす場合であれば、申請により給付候補者とし

ての認定の取消しが猶予されます。給付を受けるには河北町内に居住した期間が通算し

て３年を経過する必要があります。  


